
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 し尿処理・浄化槽事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



第１節  し尿の収集 
 

処理別人口表 

令和７年４月１日現在 

区     分 人   口（人） 世 帯 数（世帯） 

総 人 口 及 び 世 帯 数 ６５０，７６８ ３２５，６８９ 

し 尿 収 集 
定額制 ５３７ ２８３ 

従量制 ６８６ ３６１ 

浄 化 槽 処 理 ８２,６７９ ５４,５６１ 

公 共 下 水 道 接 続 ５６６,８６６ ２７０,４８４ 

 ※浄化槽処理人口：総人口－（し尿収集人口＋公共下水道接続人口） 

 

し尿収集・処理量の推移 

年 度 収集量（ｋｌ） 増 減（ｋｌ） 前年比（％） 

令和３年度 2,992 △312 △9.4 

令和４年度 2,726 △266 △8.8 

令和５年度 2,461 △265 △9.7 

令和６年度 2,386 △75 △0.03 
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第２節  し尿等の処理 
 

西浦処理場 

所 在 地 西浦１丁目４番１号 

処 理 能 力 １８０kl／日 

処 理 方 式 膜分離高負荷生物脱窒素処理方式＋高度処理設備 

敷 地 面 積 １０，７２３㎡ 

建 築 延 床 面 積 ５，２４４㎡ 

建 築 構 造 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨構造）、地下１階・地上２階 

受 入 貯 留 設 備 細目スクリーン＋繊維除去装置＋スクリュープレス 

膜 分 離 高 負 荷 生 物 

脱 窒 素 処 理 設 備 
ＲＵ式し尿膜分離高負荷処理方式 

高 度 処 理 設 備 凝集膜分離＋活性炭吸着処理 

汚 泥 処 理 設 備 脱水 

脱 臭 設 備 

高濃度臭気：薬液洗浄 

中濃度臭気：薬液洗浄＋活性炭吸着 

低濃度臭気：活性炭吸着 

稼 働 年 月 日 平成１１年４月１日 

 

 

し尿及び浄化槽汚泥の収集量の推移 

                                                        （単位：kl） 

年度 
形態別収集量 

合計 
し尿 浄化槽汚泥 

令和３年度 2,992 42,610 45,602 

令和４年度 2,726 41,035 43,761 

令和５年度 2,461 38,930 41,391 

令和６年度 2,386 38,416 40,802 
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第３節  浄化槽事業 
 

本市においては、公共下水道が整備されていない区域の生活排水の処理は、浄化槽によって行っている。 

 浄化槽が正常な機能を発揮し、その放流水が適正な水質を維持するためには、適切な維持管理が必要で

あり、法的にも設置者に義務づけられている。 

 そこで、啓発する浄化槽パンフレットを作成するなど、設置者への周知を図っているほか、随時指導等

を行っている。令和７年４月１日現在、２２,５３８基の浄化槽を電子台帳にて管理している。 

 また、本市は千葉県の重要な水がめである印旛沼や閉鎖性水域である東京湾が流域となっており、水質

汚濁の大きな原因である生活排水対策を推進するため、し尿のみを処理する単独処理浄化槽や汲み取り便

所から、し尿及び生活雑排水の処理に加えて窒素等も除去できる高度処理型合併処理浄化槽へ転換設置す

る場合に補助金を交付している。 

 さらに、浄化槽保守点検業者に対しては条例に基づく登録制度を、また、浄化槽清掃業者に対しては浄

化槽法に基づく許可制度を通じて指導を行っている。 

 これまでの浄化槽事務に関する経緯は下記のとおりとなっている。 

   

浄化槽事業の沿革 

年 度 事 業 の 内 容 

昭和 60 年度 浄化槽法の施行 

昭和 63 年度 し尿と家庭雑排水を併せて処理できる合併処理浄化槽の設置者への補助事業を開始 

平成 13 年度 浄化槽法の一部改正により、し尿のみを処理する単独処理浄化槽新設の禁止 

平成 15 年度 中核市の移行に伴い、浄化槽法に関する事務が千葉県から本市へ移譲 

浄化槽保守点検業の登録、浄化槽の設置や維持管理に係る条例・規則・要綱等が整備

され、浄化槽の適正管理の指導等を市独自で総合的に行う体制が確立される 

平成 16 年度 単独処理浄化槽からの転換に対する上乗せ補助（撤去費補助）、窒素またはリンを除

去するタイプの高度処理型合併処理浄化槽の設置に対する補助を新設 

平成 17 年度 浄化槽法の一部改正により、同法の目的に公共用水域の水質の保全が明記され、放流

水に係る水質基準が設定される。 

平成 19 年度 汲み取り便所からの転換に対する上乗せ補助（撤去費補助）を追加 

平成 21 年度 印旛沼や東京湾のさらなる生活排水対策の推進のため、高度処理型合併処理浄化槽の

みに補助対象を限定 

平成 24 年度 新築住宅への高度処理型合併処理浄化槽の設置が一般化したため、単独浄化槽及び汲

み取り便所からの転換設置に補助を限定 

平成 26 年度 建て替え新築に伴う転換設置の場合にも補助対象を拡大 

平成 27 年度 環境部の組織改革により、浄化槽事務は環境衛生課から廃棄物指導課に移管 

令和元年度 

浄化槽法の一部改正により、単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換を通じた浄化

槽の管理の向上を図るためとして特定既存単独処理浄化槽の浄化槽管理者に対する

措置制度が創設 

転換設置（建て替えを伴う場合は除く）に伴う配管工事に対する上乗せ補助を追加 

令和 4 年度 環境部の組織改革により、浄化槽事務は廃棄物指導課から環境保全課に移管 
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令和 5 年度 
建て替え新築に伴う転換設置の場合の補助対象浄化槽を高度窒素除去能力を有する

浄化槽のみに限定 
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浄化槽設置基数の推移                       （令和７年４月１日現在） 

年度 合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 合  計 増減基数 

令和 3 年度 12,443 10,461 22,904 △802 

令和 4 年度 12,844 10,325 23,169 265 

令和 5 年度 12,936 9,921 22,857 △312 

令和 6 年度 13,110 9,428 22,538 △319 

 

令和６年度浄化槽清掃件数     （令和７年４月１日現在） 

許 可 業 者 
清 掃 件 数 

年間（件） 月間平均 

（公社）船橋市清美公社 2,577 215 

（株）ヒット 1,416 118 

（株）エイケン 4,911 409 

船橋興産（株） 3,529 294 

合  計 12,433  

 

令和６年度浄化槽清掃業者                     （令和７年４月１日現在） 

許 可 業 者 住       所 
従事者数 

（人） 

講習会修了者  

（人） 

（公社）船橋市清美公社 船橋市潮見町１６番７ 39 2 

（株）ヒット 船橋市宮本８丁目４２番４号 20 1 

（株）エイケン 船橋市米ヶ崎町７２９番地 11 8 

船橋興産（株） 船橋市高瀬町３１番地２ 16 2 

 

船橋市浄化槽保守点検業者の登録数                 （令和７年４月１日現在） 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

登 録 数 143 139 135 135 
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合併処理浄化槽設置補助の実績 

 

浄化槽法第７条・１１条検査受検率                 （令和７年４月１日現在） 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

7 条検査（％） 77.4 88.9 85.7 87.0 

11 条検査（％） 14.1 15.0 14.7 16.9 

※ ７条検査：設置後検査 

１１条検査：定期検査 

 

下水道の普及                          （令和７年４月１日現在） 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

下水道普及率（％） 90.4 90.9 91.8 92.2 

 

 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

区分 

人槽 

補助基数 

（基） 

補助金額 

（千円） 

補助基数 

（基） 

補助金額 

（千円） 

補助基数 

（基） 

補助金額 

（千円） 

補助基数 

（基） 

補助金額 

（千円） 

転

換 

5 3 1062 5 1,770 4 1,416 3 1,182 

7 1 387 1 387 1 387 - - 

10 - - - - - - - - 

小計 4 1,449  6  2,157 5 1,803 3 1,182 

転 換 
上乗せ 内 2 960 内 4 1,920 内 5 1,980 内 2 960 

合 計 4 2,409 6 4,077 5 3,783 3 2,142 
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